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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電極体と、
　開口部を有し、前記電極体を収容するケースと、
　前記開口部を塞ぎ、貫通孔を有する蓋体と、
　前記ケース内部で前記電極体と電気的に接続される内部端子部、および前記蓋体の貫通
孔を挿通して前記蓋体の外部に突出する突出部を有する集電端子と、
　前記開口部を塞いだ状態での前記蓋体の厚さ方向におけるケース外側を上面およびケー
ス内側を下面としたときの該蓋体の下面と接し、前記蓋体と前記集電端子との間をシール
する絶縁シール部材とを備え、
　前記集電端子と前記蓋体とは、前記集電端子の突出部の上端がかしめ広げられた構造を
とって、かしめ固定されており、
　前記蓋体は、前記蓋体の下面から突出し、前記貫通孔を取り囲む突起部を有し、
　ここで前記突起部は、該貫通孔に一部が突き出ており、該一部が該貫通孔に突き出た位
置において、該貫通孔の開口径が最も狭くなっている、密閉型電池。
【請求項２】
　前記貫通孔の孔軸方向の断面において、前記蓋体の下面に沿う基準線Ｘと前記突起部に
おける前記貫通孔の孔軸に近い方向にある傾斜面Ｙ１である線分との間の角度であって鋭
角となる方の角度αが４０°以上７０°以下である、請求項１に記載の密閉型電池。
【請求項３】
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　前記貫通孔の孔軸方向の断面において、前記蓋体の下面に沿う基準線Ｘと前記突起部に
おける前記貫通孔の孔軸から遠い方向にある傾斜面Ｙ２である線分との間の角度であって
前記傾斜面Ｙ１に近い方に生じる角度βが、前記角度αよりも鋭角（α＞β）であり、
　前記突起部における前記貫通孔の孔軸から遠い方向にある傾斜面Ｙ２は、前記突起部に
おける前記貫通孔の孔軸に近い方向にある傾斜面Ｙ１に比べて前記貫通孔の方向により傾
いている、請求項２に記載の密閉型電池。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、密閉型電池に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、リチウムイオン二次電池、ニッケル水素電池その他の種類の密閉型の二次電池は
、車両搭載用電源あるいはパソコンや携帯端末等の電源として重要性が高まっている。特
に、軽量で高エネルギー密度が得られるリチウムイオン二次電池を構成する密閉型電池は
、車両搭載用の高出力電源としてますます普及するものと考えられている。
【０００３】
　典型的な密閉型電池では、開口部を有するケースに電極体を収納し、ケースの開口部に
蓋体を溶接することで当該開口部を封止している。また、蓋体には、厚さ方向に貫通する
貫通孔（すなわち、蓋体の外面側の開口部分から厚さ方向に形成された空間部であって、
当該蓋体の裏面側（電池内面側）まで達して開口する空間部をいう。）があり、電極体と
電気的に接続する集電端子の一部が当該貫通孔を介して蓋体から突出している。
【０００４】
　この集電端子についての蓋体への固定方法の一つとしては、円筒形状の集電端子の一部
を、外部端子、インシュレータ、蓋体、絶縁シール部材（ガスケット）のそれぞれに形成
された貫通孔に挿通させて突出させ、突出部の上端を、当該突出部の中心軸より外周方向
に広げてかしめることで固定し、必要に応じて広げられた突出部と外部接続端子の上面と
をレーザ溶接する方法が挙げられる。このような方法で固定を行うと、蓋体と集電端子と
の間がガスケットでシールされ、集電端子を挿通させる蓋体の貫通孔からのガス漏れや集
電端子と蓋体との短絡が防止される。
【０００５】
　このような蓋体、集電端子およびガスケットによるシール構造に関し、特許文献１～４
には、蓋体の下面（ガスケットとの接触面）に、下方に突出する突起部を設け、ガスケッ
トの一部を圧縮したシール構造が開示されている。このような構造によれば集電端子周辺
のシール性のさらなる向上を図ることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１４－７１１９号公報
【特許文献２】特開２０１４－１１６１３９号公報
【特許文献３】特開平８－２０３４９４号公報
【特許文献４】特開２０１２－１８２０７０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ここで、図７は、上述の蓋体９２２、集電端子９４０および絶縁シール部材（ガスケッ
ト）９５０による従来のシール構造を模式的に示す要部断面図である。図示されるように
、蓋体９２２および集電端子９４０との間にガスケット９５０が介在している。蓋体９２
２の上部にはインシュレータ９６０が配置されている。蓋体９２２のガスケット９５０と
の接触面（蓋体９２２の下面）に、下方に突出する突起部９１０が設けられている。
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【０００８】
　ところで、本発明者の検討により、このように蓋体に突起部９１０を設けた場合には、
集電端子９４０の水平面９４１と垂直面９４２との間に位置するＲ面９４３と、ガスケッ
ト９５０との間に空隙９７０が生じる場合があることがわかった。このような空隙９７０
が生じた場合には、ガスケット９５０が経年劣化した際には、反発力が低下したガスケッ
ト９５０が空隙９７０の方向にクリープしてシール性を低下させることも考えられ得る。
したがって、上記の従来技術においては、長期シール性に改善の余地があった。
【０００９】
　そこで本発明は、密閉型電池におけるシール構造に関する上記従来の課題を解決すべく
創出されたものであり、その目的は、長期にわたって集電端子と絶縁シール部材（ガスケ
ット）との間において良好なシール性を確保することができる密閉型電池を提供すること
である。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　ここに開示される密閉型電池は、電極体と、開口部を有し、前記電極体を収容するケー
スと、前記開口部を塞ぎ、貫通孔（すなわち、蓋体の外面側の開口部分から厚さ方向に形
成された空間部であって、当該蓋体の裏面側（電池内面側）まで達して開口する空間部を
いう。以下同じ。）を有する蓋体と、前記ケース内部で前記電極体と電気的に接続される
内部端子部、および前記蓋体の貫通孔を挿通して前記蓋体の外部に突出する突出部を有す
る集電端子と、前記開口部を塞いだ状態での前記蓋体の厚さ方向におけるケース外側を上
面（外面）およびケース内側を下面（内面）としたときの該蓋体の下面（内面）と接し、
前記蓋体と前記集電端子との間をシールする絶縁シール部材とを備える。そして、前記蓋
体は、前記蓋体の下面から突出し、前記貫通孔を取り囲む突起部を有する。ここで前記突
起部は、該貫通孔に一部が突き出ており、該一部が該貫通孔に突き出た位置において、該
貫通孔の開口径が最も狭くなっていることを特徴とする。
　このような構成によれば、蓋体に設けられた突起部の一部が貫通孔方向に突き出ている
ため、絶縁シール部材を好適に集電端子の方向に押しつける（圧縮する）ことができる。
このため、長期にわたって集電端子と絶縁シール部材との間のシール性（以下、単に「長
期シール性」ともいう）を確保することができる。典型的には、前記突起部は、蓋体の貫
通孔に近い最端部（すなわち、貫通孔の周縁部）に位置する。
【００１１】
　ここに開示される密閉型電池の好ましい一態様においては、前記貫通孔の孔軸方向の断
面において、前記蓋体の下面に沿う基準線Ｘと前記突起部における前記貫通孔の孔軸に近
い方向にある傾斜面Ｙ１である線分との間の角度であって鋭角となる方の角度αが４０°
以上７０°以下であることを特徴とする。なお、本願において貫通孔についての「孔軸」
とは、貫通孔の中心を通り、貫通孔の径方向に垂直な軸（換言すれば、蓋体を貫通する貫
通孔の延伸方向）のことをいう。
　前記角度αを４０°以上７０°以下に設定することにより、絶縁シール部材をさらに好
適に集電端子の方向に押しつける（圧縮する）ことができる。すなわち、電池構築時にお
いて蓋体に集電端子をかしめて固定する際には前記貫通孔の孔軸方向に外力が加わるとこ
ろ、かかる角度αが４０°以上７０°以下となるように突起部が形成されていることによ
り、当該突起部と集電端子とによって絶縁シール部材を貫通孔の孔軸方向および径方向の
いずれにも圧縮することができる。このため、絶縁シール部材が集電端子方向に強く押し
つけられ（圧縮され）、絶縁シール部材と集電端子との間に隙間が発生することを抑止し
て高い長期シール性を実現することができる。
【００１２】
　ここに開示される密閉型電池の他の好ましい一態様においては、前記貫通孔の孔軸方向
の断面において、前記蓋体の下面に沿う基準線Ｘと前記突起部における前記貫通孔の孔軸
から遠い方向にある傾斜面Ｙ２である線分との間の角度であって前記傾斜面Ｙ１に近い方
に生じる角度βが、前記角度αよりも鋭角（α＞β）である。そして、前記突起部におけ
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る前記貫通孔の孔軸から遠い方向にある傾斜面Ｙ２は、前記突起部における前記貫通孔の
孔軸に近い方向にある傾斜面Ｙ１に比べて前記貫通孔の方向により傾いていることを特徴
とする。
　かかる構成の突起部によると、電池構築時において蓋体に集電端子をかしめて固定する
際に、絶縁シール部材を貫通孔の孔軸方向および径方向に特に強く圧縮する（密着させる
）ことができる。このため、絶縁シール部材と集電端子との間に隙間が発生することを高
レベルに防止してより高い長期シール性を実現することができる。
【００１３】
　ここに開示される密閉型電池の好ましい一態様においては、前記絶縁シール部材が、フ
ッ素樹脂製である。この態様では、かしめ不良をより確実に抑制することができる。
【００１４】
　ここに開示される密閉型電池の好ましい一態様においては、前記蓋体が、１０００系ア
ルミニウム製または３０００系アルミニウム製である。これらの材料は加工性に優れるた
め、突起部の形成が容易となる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】一実施形態に係る密閉型電池の外形を模式的に示す部分断面図である。
【図２】一実施形態に係る電池の蓋体および集電端子を示す分解斜視図である。
【図３】図１の一部を拡大して示す断面図である。
【図４】一実施形態に係る蓋体、集電端子および絶縁シール部材（ガスケット）によるシ
ール構造の断面模式図である。
【図５】電池製造時の蓋体の貫通孔付近の構造の一例を示す模式図である。
【図６】電池製造時の蓋体の貫通孔付近の構造の別の一例を示す模式図である。
【図７】蓋体、集電端子および絶縁シール部材（ガスケット）による従来のシール構造の
断面模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、図面を参照しながら、本発明による一実施形態を説明する。なお、以下の図面に
おいて、同じ作用を奏する部材、部位には同じ符号を付し、重複する説明は省略または簡
略化することがある。また、各図における寸法関係（長さ、幅、厚さ等）は、必ずしも実
際の寸法関係を反映するものではない。また、本明細書において特に言及している事項以
外の事柄であって本発明の実施に必要な事柄は、当該分野における従来技術に基づく当業
者の設計事項として把握され得る。
【００１７】
　ここに開示される密閉型電池に係る好適な一実施形態として、リチウムイオン二次電池
を例にして説明するが、本発明の適用対象をかかる電池に限定することを意図したもので
はない。本明細書において「電池」とは、電気エネルギーを取り出し可能な蓄電デバイス
一般を指す用語であって、一次電池および二次電池を含む概念である。また、「二次電池
」とは、繰り返し充放電可能な蓄電デバイス一般をいい、リチウムイオン二次電池、金属
リチウム二次電池、ニッケル水素電池、ニッケルカドミウム電池等のいわゆる蓄電池（す
なわち化学電池）のほか、電気二重層キャパシタ等のキャパシタ（すなわち物理電池）を
包含する。ここに開示される技術は、典型的には密閉型の二次電池に好ましく適用される
。
【００１８】
　図１は、一実施形態に係るリチウムイオン二次電池１０の外形を模式的に示す部分断面
図である。このリチウムイオン二次電池１０は、扁平な角型の外装ケース２０に、所定の
電池構成材料を具備する捲回電極体３０が適当な電解液とともに収容された構成を有する
。なお、この実施形態では、リチウムイオン二次電池１０は角型電池であるが、電池の形
状は角型に限定されず、円柱形状等であってもよい。
【００１９】
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　外装ケース２０は、扁平直方体形状における幅狭面の一つが開口部２１Ａとなっている
有底四角筒状のケース本体２１と、その開口部を塞ぐ蓋体２２とを備える。詳しくは、ケ
ース本体２１の開口部２１Ａに蓋体２２が嵌め込まれ、蓋体２２の外面２２Ａの外縁と開
口部２１Ａ周囲のケース本体２１との合わせ目２５をレーザ溶接することにより蓋体２２
がケース本体２１に固定されている。
【００２０】
　外装ケース２０の材質は、従来の密閉型電池で使用されるものと同じであればよく、特
に制限はない。軽量で熱伝導性の良い金属材料を主体に構成されたケース２０が好ましく
、このような金属製材料としてアルミニウム、ステンレス鋼、ニッケルめっき鋼等が例示
される。本実施形態に係るケース２０（具体的には本体２１および蓋体２２）はアルミニ
ウムもしくはアルミニウムを主体とする合金によって構成されている。特に蓋体２２は、
１０００系アルミニウム製または３０００系アルミニウム製である。これらの材料は、加
工性に優れるため、後述する突起部の形成が容易である。
【００２１】
　蓋体２２の外形は、開口部２１Ａの形状（ケース本体２１の開口形状）に適合する略長
方形状である。蓋体２２の中央部には、ケース２０の内圧が上昇した場合に該ケースの内
外を連通させて内圧を開放するための安全弁２７が設けられている。安全弁２７の隣には
、電池の構築時に電解液を注入するための注入口２８が設けられている。電解液の注入後
、注入口２８には注液栓２９が被せられ、溶接により固定される。このことにより、注入
口２８の封止（密閉）が行われている。
【００２２】
　捲回電極体３０は、ケース本体２１に、その捲回軸が横倒しとなる姿勢で収容されてい
る。捲回電極体３０は、通常のリチウムイオン二次電池の捲回電極体と同様、シート状の
正極（正極シート）３２および負極（負極シート）３４を計二枚のシート状のセパレータ
（セパレータシート）３６とともに積層して長手方向に捲回し、得られた捲回体を側面方
向から押圧して拉げさせることによって作製され得る。
【００２３】
　なお、捲回電極体３０を構成する材料および部材自体は、従来のリチウムイオン二次電
池に備えられる電極体と同様でよく、特に制限はない。本実施形態の捲回電極体３０は、
長尺状の正極集電体（例えばアルミニウム箔）上に正極活物質層を有する正極シート３２
と、長尺状の負極集電体（例えば銅箔）上に負極活物質層を有する負極シート３４と、セ
パレータシート３６とを含む。
【００２４】
　正極活物質としては、一般的なリチウムイオン二次電池の正極に用いられる層状構造の
酸化物系活物質、スピネル構造の酸化物系活物質等を好ましく用いることができる。かか
る活物質の代表例として、リチウムコバルト系酸化物、リチウムニッケル系酸化物、リチ
ウムマンガン系酸化物等のリチウム遷移金属酸化物が挙げられる。負極活物質としては、
黒鉛（グラファイト）、難黒鉛化炭素（ハードカーボン）、易黒鉛化炭素（ソフトカーボ
ン）等の炭素材料が挙げられる。
【００２５】
　活物質層の形成にはバインダが用いられ、当該バインダの例としては、ポリフッ化ビニ
リデン（ＰＶＤＦ）、ポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）、カルボキシメチルセル
ロース（ＣＭＣ）、スチレンブタジエンゴム（ＳＢＲ）等が挙げられる。
【００２６】
　活物質層は、必要に応じ、導電材を含んでいてもよい。当該導電材の例としては、カー
ボンブラック（例えばアセチレンブラック）、グラファイト粉末等のカーボン材料、ニッ
ケル粉末等の導電性金属粉末が挙げられる。
【００２７】
　セパレータ３６としては、例えばポリエチレン（ＰＥ）、ポリプロピレン（ＰＰ）、ポ
リエステル、セルロース、ポリアミド等の樹脂からなる多孔質シート、不織布等を用いる
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ことができる。
【００２８】
　正極３２と負極３４との間に介在される電解液としては、非水溶媒と、該溶媒に溶解可
能なリチウム塩（支持電解質）とを含む電解液を好ましく用いることができる。上記非水
溶媒としては、カーボネート類、エステル類、エーテル類、ニトリル類、スルホン類、ラ
クトン類等の非プロトン性溶媒を用いることができる。例えば、エチレンカーボネート（
ＥＣ）、プロピレンカーボネート（ＰＣ）、ジエチルカーボネート（ＤＥＣ）、ジメチル
カーボネート（ＤＭＣ）、エチルメチルカーボネート（ＥＭＣ）等の、一般にリチウムイ
オン二次電池の電解質に使用し得るものとして知られている非水溶媒から選択される一種
または二種以上を用いることができる。
【００２９】
　上記支持電解質としては、ＬｉＰＦ６，ＬｉＢＦ４，ＬｉＮ（ＳＯ２ＣＦ３）２，Ｌｉ
Ｎ（ＳＯ２Ｃ２Ｆ５）２，ＬｉＣＦ３ＳＯ３，ＬｉＣ４Ｆ９ＳＯ３，ＬｉＣ（ＳＯ２ＣＦ

３）３，ＬｉＣｌＯ４等の、リチウムイオン二次電池の電解液において支持電解質として
機能し得ることが知られている各種のリチウム塩から選択される一種または二種以上を用
いることができる。支持電解質（支持塩）の濃度は特に制限されず、例えば従来のリチウ
ムイオン二次電池で使用される電解液と同様とすることができる。
【００３０】
　正極シート３２および負極シート３４には、正極集電端子４０および負極集電端子８０
がそれぞれ接続されている。これらの集電端子４０，８０は、蓋体２２の長手方向の一端
および他端に設けられた正極用および負極用の貫通孔（端子引出孔）２４２，２４４をそ
れぞれ挿通して、外装ケース２０の外部に突出している。正極集電端子４０は、図１～３
に示すように、主として外装ケース２０の内側に位置する正極内部端子部４２０と、主と
して外装ケース２０の外側に位置する正極外部端子４６０とが接続された構成を有する。
負極端子８０もまた、正極側と概ね同形状に形成された負極内部端子部８２０と負極外部
端子８６０とが接続された構成を有する。
【００３１】
　正極集電端子４０は、正極内部端子部４２０の下端４２２Ａが正極シート３２に、例え
ば超音波溶接により接続されている。正極集電端子４０は、下端４２２Ａから蓋体２２に
対して略垂直に延びる板状（帯状）の第一リード部４２２および第一リード部の上端に続
いて形成され該上端から略直角に（図２では図の手前から奥の方向に）曲がって蓋体２２
の内面（下面）２２Ｂと略平行に広がる板状の第二リード部４２４を有する正極内部端子
部４２０と、第二リード部４２４の板面中央部から電池の外方向に略垂直に延びる突出部
４２６とを備える。突出部４２６はリベットとして構成されており、貫通孔２４２および
正極外部端子４６０の貫通孔（リベット孔）４６２Ａに突出部４２６を挿通させてかしめ
ることにより、正極内部端子部４２０と正極外部端子４６０とが接続（締結）されている
。正極内部端子部４２０、突出部４２６および正極外部端子４６０の構成材料としては、
導電性のよい金属材料が好ましく、典型的にはアルミニウムが用いられる。
【００３２】
　正極外部端子４６０は、上記かしめ前において突出部４２６を挿通可能な貫通孔４６２
Ａを有する第一接続部４６２と、第一接続部４６２から蓋体２２の長手方向中央方向に続
き、外装ケース２０の外方に階段状に持ち上がって形成された第二接続部（外側端部）４
６４とを有する。第二接続部４６４には、図２によく示されるように、ボルト６７０の脚
部６７４を挿通可能なボルト挿通孔４６４Ａが形成されている。ボルト挿通孔４６４Ａに
ボルト６７０の脚部６７４を下から上に通し、第二接続部４６４から上方に突出した脚部
６７４に外部接続用の接続部材（図示せず）を装着してナット（図示せず）を締め付ける
ことにより、正極外部端子４６０に接続部材を連結（固定）することができる。
【００３３】
　上記かしめは、貫通孔２４２を囲む蓋体２２の壁面と第二リード部４２４との間に絶縁
シール部材（ガスケット）５０を挟み、さらに該壁面と外部端子の第一接続部４６２との
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間にインシュレータ６０を挟んで行われる。かかるかしめにより、正極集電端子４０を蓋
体２２に固定するとともに、蓋体２２と正極集電端子４０の第二リード部４２４との間で
絶縁シール部材（ガスケット）５０を圧縮することにより貫通孔２４２をシールしている
。このシール構造については後述する。
【００３４】
　集電端子４０を蓋体２２により強固に固定することを目的として、突出部４２６と正極
外部端子４６０の上面とをレーザ溶接してもよい。
【００３５】
　インシュレータ６０は、貫通孔２４２を囲む蓋体２２の壁面と外部端子の第一接続部４
６２との間に挟まれる取付部６２０と、外部端子の第二接続部４６４と蓋体２２との間に
延びる延長部６４０とを有する。取付部６２０は、貫通孔２４２に外側から挿入されて突
出部４２６と蓋体２２との直接接触を阻む（絶縁する）筒部６２２と、筒部６２２に続い
て形成され蓋体２２の外面２２Ａに沿って広がる皿部６２４とを有する。この皿部６２４
の窪みに合わせて外部端子の第一接続部４６２が配置されている。
【００３６】
　延長部６４０には、インシュレータ６０の長手方向（蓋体２２の長手方向と一致する。
）を長辺とする長方形状の開口形状を有し、ボルト６７０の頭部６７２を受け入れ可能な
ボルト受け穴６４２が形成されている。頭部６７２は、ボルト６７０の軸に垂直な断面に
おける形状がボルト受け穴６４２の開口形状よりも一回り小さな長方形状となるように形
成されている。ボルト６７０は、頭部６７２がボルト受け穴６４２に挿入されることで回
転が制限され（共回りが阻止され）、かつ脚部６７４がボルト挿通孔４６４Ａを通して突
出するように配置（装着）されている。
【００３７】
　絶縁シール部材（ガスケット）５０の構成材料としては、使用する電解液に対して耐性
を示す各種の樹脂材料を適宜選択して用いることができる。また、インシュレータ６０の
構成材料としては、各種の絶縁性樹脂材料を適宜選択して用いることができる。例えば、
フッ素樹脂（例えば、パーフルオロアルコキシアルカン（ＰＦＡ）、ポリテトラフルオロ
エチレン（ＰＴＦＥ））等の樹脂をベースとする樹脂材料を好ましく採用することができ
る。インシュレータ６０と同様の樹脂材料により絶縁シール部材（ガスケット）５０を形
成してもよい。本実施形態に係る絶縁シール部材（ガスケット）５０は、フッ素樹脂によ
り形成されている。フッ素樹脂は摩擦係数が小さいことから、かしめる際に、後述する突
起部がガスケット５０にスムーズに侵入することができ、かしめ不良を抑制することがで
きる。以下、本実施形態の絶縁シール部材を単にガスケット５０と記載する。
【００３８】
　次に、図４を用いて本実施形態の蓋体、集電端子およびガスケットによるシール構造に
ついて説明する。図４は正極側のシール構造を模式的に示したものであり、貫通孔２４２
の孔軸方向の断面である。
【００３９】
　図４においては、ガスケット５０が、蓋体２２の下面２２Ｂと接し、蓋体２２と正極集
電端子４０との間をシールしている。蓋体２２は、下面２２Ｂから蓋体の厚さ方向（上下
方向）の下方に突出する突起部７１０を有している。突起部７１０は蓋体２２の貫通孔２
４２を取り囲むように設けられている。このような構造において、ガスケット５０は、蓋
体２２と集電端子４０に圧縮されながら挟持されている。蓋体２２の突起部７１０のある
箇所において、ガスケット５０は、集電端子４０の方向に好適に押しつけられ、圧縮され
、この部分においてシール性がより高くなっている。シール性をさらに高めるために、図
４に示すように、蓋体２２の突起部７１０のある箇所の下において、集電端子４０の水平
面（第二リード部４２４の上面）７２０を隆起させてもよい。
【００４０】
　図４に示すように、突起部７１０は、貫通孔２４２の方向に傾いている。換言すれば、
図４において、突起部７１０の両側面が貫通孔２４２の方向に傾くように該貫通孔２４２
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の方向に一部が突き出ている。従来は、突起部は貫通孔の孔軸方向と平行に突出しており
、集電端子の水平面と垂直面（突出部の側面）との間に位置するＲ面と、ガスケットとの
間に、空隙が生じる場合があった。しかしながら、このように突起部７１０が貫通孔２４
２の方向に傾きを有する（すなわち、貫通孔２４２方向に突起部７１０の一部が突き出す
ように、貫通孔２４２の方向に傾く）と、水平面７２０と垂直面７３０との間のＲ面７４
０の方向に応力が働くため、空隙の発生を抑制することができる。これにより、長期にわ
たって集電端子とガスケットとの間のシール性（長期シール性）を確保することができる
。
【００４１】
　図４では、突起部７１０が蓋体２２の貫通孔２４２に近い最端部（すなわち貫通孔２４
２の周縁部）に位置して、突起部７１０において、貫通孔２４２の開口径が最も狭くなっ
ている。このように突起部７１０を蓋体２２の貫通孔２４２に近い最端部に位置させると
、空隙の発生をより抑制することができ、長期シール性をより高めることができる。なお
、突起部７１０の位置は、貫通孔２４２に近い最端部に限定されず、突起部７１０は、所
望の効果が得られる範囲内で、最端部（貫通孔２４２の周縁部）より幾分か内側（すなわ
ち貫通孔とは反対の方向にある）にあってもよい。
【００４２】
　好ましくは、図４に示すように、蓋体２２の下面２２Ｂに沿う基準線Ｘと、突起部７１
０における貫通孔２４２の孔軸に近い方向にある傾斜面Ｙ１である線分との間の角度（鋭
角側）をαとしたとき、角度αが３０°以上８０°以下が適当であり、４０°以上７０°
以下（例えば４５°程度から６０°程度の範囲）であることが好ましい。このような角度
で傾斜面Ｙ１を備える突起部７１０が形成されていることにより、ガスケット５０を好適
に集電端子４０の方向（特にＲ面７４０の方向）に押しつける（圧縮する）ことができる
。
　さらに、図４に示すように、基準線Ｘと突起部７１０における貫通孔２４２の孔軸から
遠い方向にある傾斜面Ｙ２である線分との間の角度であって傾斜面Ｙ１に近い方に生じる
角度βが、前記角度αよりも鋭角（α＞β）であることが好ましい。換言すれば、突起部
７１０における貫通孔２４２の孔軸から遠い方向にある傾斜面Ｙ２は、突起部７１０にお
ける貫通孔２４２の孔軸に近い方向にある傾斜面Ｙ１に比べて前記貫通孔の方向により傾
いていることが好ましい。
【００４３】
　貫通孔２４２の孔軸方向に対して（貫通孔２４２の方向に）傾いている突起部７１０の
形成方法としては、図５に示すような貫通孔の孔軸方向に対して（貫通孔２４２の方向に
）傾いている突起部があらかじめ設けられた蓋体を準備し、集電端子４０の突出部４２６
のかしめを行う方法が挙げられる。別の方法としては、まず、図６に示すように、蓋体２
２の下面２２Ｂから下方に突出する突起部８１０を設けるが、このとき、突起部８１０の
貫通孔とは反対の方向にある面の少なくとも一部をテーパ面８１３とする。次いで集電端
子４０の突出部４２６をかしめる。このとき、蓋体２２の厚さ方向に応力がかかるが、突
起部８１０のテーパ面８１３により、突起部８１０に貫通孔の径方向の応力が生じ、この
生じた応力により、突起部８１０が貫通孔の方向に傾くようにしてもよい（図６中の矢印
参照）。後者の方法は、前者の方法よりも実施が容易である。また、後者の方法を実施し
た際には、完成した電池の構造において、突起部８１０は、突起部８１０の貫通孔とは反
対の方向にある側面（すなわちテーパ面８１３）の少なくとも一部が、上記突起部８１０
の貫通孔に近い側面に比べて上記貫通孔の孔軸方向に向かってより傾いている形状を有す
る。換言すれば、後者の方法によれば、図４に示す基準線Ｘと突起部７１０における貫通
孔２４２の孔軸から遠い方向にある傾斜面Ｙ２である線分との間の角度βが、角度αより
も鋭角（α＞β）であるような突起部８１０を形成することが容易である。なお、本実施
形態のリチウムイオン二次電池１０は、突起部７１０，８１０の形成方法以外については
、常法に従って作製することができる。
【００４４】
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　なお、上記では主に断面が矩形の突起部７１０，８１０について説明したが、突起部７
１０，８１０の断面形状は上記に限られない。例えば、突起部は、曲線を含むような断面
形状を有していてもよい。
【００４５】
　本実施形態の電池１０における負極側の構造は、負極集電端子８０の材質を除いては正
極側と概ね同様である。すなわち、負極シート３４には負極集電端子８０の一端が、例え
ば抵抗溶接により接続されている。この負極集電端子８０は、正極内部端子部４２０と概
ね同じ形状に形成された負極内部端子部８２０と、突出部８２６と負極外部端子８６０と
を備えている。突出部８２６をかしめることにより負極内部端子部８２０と負極外部端子
８６０とが接続されている。上記かしめは、正極側と同様に、負極内部端子部８２０と負
極外部端子８６０との間にガスケット５０、蓋体２２およびインシュレータ６０を挟んで
行われる。蓋体２２の貫通孔２４４の周囲には、上述した突起部が正極側と同様に設けら
れている。負極外部端子８６０は、第一接続部と第二接続部とを有する階段状に形成され
ている。その第二接続部に設けられたボルト挿通孔にはボルト６７０が下から上に装着さ
れている。負極内部端子部８２０、突出部８２６および負極外部端子８６０の構成材料と
しては導電性のよい金属材料が好ましく、典型的には銅が用いられる。ガスケット５０、
インシュレータ６０の材質や形状は正極側と同様である。
【００４６】
　以上、本発明の具体例を詳細に説明したが、これらは例示にすぎず、請求の範囲を限定
するものではない。請求の範囲に記載の技術には、以上に例示した具体例を様々に変形、
変更したものが含まれる。
【符号の説明】
【００４７】
　１０　リチウムイオン二次電池
　２０　ケース
　２１　ケース本体
　２２　蓋体
　２２Ｂ　蓋体の下面
　２７　安全弁
　２８　注入口
　３０　電極体
　３２　正極
　３４　負極
　３６　セパレータ
　４０，８０　集電端子
　５０　絶縁シール部材（ガスケット）
　６０　インシュレータ
　９０　電解液
　２４２　貫通孔
　４２０　内部端子部
　４２６　突出部
　４６０　外部端子
　６７０　ボルト
　７１０，８１０　突起部
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